
大和市学校給食費検討委員会検討結果について（報告）  別紙

国が実施する給食費無償化の制度に応じて、適正な給食費の設定を変更する際の考え方（国が上限額を設定した場合）

市の補助金の関係で

①上限額超過 ①超過しても無償化可 ①保護者負担生じない → 負担が生じない前提で調整可

②一致 → 修正不要 ②超過すると無償化不可 ②保護者負担生じる → 上限額に合わせ減額修正

③上限額未満 → 上限額に合わせ増額修正

国の上限額に合わせて減額修正する前提で

①給食が提供できる → 上限額に合わせ減額修正

②給食が提供できない → 検討委員会を再度開催
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